
○　年齢にとらわれず自由で生き生きとした生
活を送る高齢者（エイジレス・ライフ実践
者）や社会参加活動を積極的に行っている高
齢者の団体等を毎年広く紹介しており、令和
7年度は個人32名及び32団体を選考し、広
く国民に紹介した。

ウ　高齢者の余暇時間等の充実
○　高齢者等がテレビジョン放送を通じて情報

アクセスの機会を確保できるよう、字幕放
送、解説放送及び手話放送の充実を図るた
め、テレビジョン放送事業者の字幕放送等の
令和9年度までの普及目標値を定めた「放送
分野における情報アクセシビリティに関する
指針」を策定し、令和5年10月に同指針を
改定した。本指針に基づき、各放送事業者は
字幕放送等の普及に取り組んでおり、本指針
対象番組に対する字幕放送の令和6年度実績
において、日本放送協会（NHK）総合テレ
ビジョン（NHK放送センター）及び在京
キー5局等では100％を達成した。

②　地域住民を支援する専門人材・団体の活動
基盤の整備

○　市民やNPO等の活動環境を整備するため、
認定NPO法人等の寄附税制の活用促進に取
り組むとともに、NPO法の円滑な運用に取
り組んだ。

○　NPO法人運営に係る手続の簡素化・効率
化の観点から、NPO法に基づく各種事務を
オンライン化したシステムの利用を促進し
た。

○　開発途上国からの要請に見合った技術・知
識・経験を有し、かつ開発途上国の社会や経
済の発展への貢献を希望する国民が、JICA
海外協力隊員（対象：20歳から69歳まで）

として途上国の現場で活躍する、独立行政法
人国際協力機構（JICA）を通じた事業（JICA
ボランティア事業）を推進した。

○　NPOや企業等の多様な主体と連携・協働
して、社会教育施設における活動のみなら
ず、環境や福祉、まちづくり等の社会の多様
な分野における学習活動の支援を通じて、人
づくりや地域づくりに携わると期待される

「社会教育士」について、令和6年度末まで
に1万人超に称号が付与された。また、社会
教育士等の社会教育人材の継続的な学びの機
会の確保等を図るとともに、社会教育人材
ネットワークを構築するため、令和6年度か
ら新たに社会教育士フォローアップ研修を実
施した（令和7年度は都道府県教育委員会や
大学、法人格を有する団体に委託し、全国9
箇所で実施）。

4　生活環境

（1）豊かで安定した住生活の確保
○　「住生活基本計画（全国計画）」（令和3年

3月閣議決定）に掲げた目標を達成するた
め、必要な施策を着実に推進した。

①　居住支援の充実
ア　高齢者の民間賃貸住宅への入居の円滑化
○　高齢者世帯等の住宅確保要配慮者の増加に

対応するため、民間賃貸住宅を活用したセー
フティネット住宅の登録を推進するととも
に、登録住宅の改修や入居者負担の軽減等へ
の支援を行った。

○　令和7年10月1日に施行された改正住宅
セーフティネット法に基づき、居住支援法人
等が入居中サポートを行う賃貸住宅（居住サ
ポート住宅）の供給等を推進した。
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○　高齢者世帯等の住宅確保要配慮者の民間賃
貸住宅への円滑な入居を促進するため、地方
公共団体の住宅・福祉部局が関係事業者、居
住支援法人等と連携し設置する居住支援協議
会の設立を促進し、住まいに関する相談窓口
から入居前・入居中・退居時の支援まで、地
域における総合的・包括的な居住支援体制整
備の推進・支援を行った。

イ　高齢者のニーズに対応した公共賃貸住宅の
供給

○　公営住宅については、高齢者世帯向け公営
住宅の供給を行った。また、地域の実情を踏
まえた地方公共団体の判断により、高齢者世
帯の入居収入基準を一定額まで引き上げると
ともに、入居者選考において優先的に取り扱
うことを可能としている。

○　独立行政法人都市再生機構（以下「都市再
生機構」という。）賃貸住宅においては、高
齢者同居世帯等に対する入居又は住宅変更に
おける優遇措置を行った。

②　空き家対策の推進
○　市町村や民間事業者等による空き家の活用

等を促すため、空家等対策特別措置法に基づ
く空家等活用促進区域制度や空家等管理活用
支援法人制度の活用を促進するとともに、地
方公共団体や民間事業者等による空き家の除
却や活用等に係る取組に対して支援を行っ
た。

③　安全・安心で快適な住生活と循環型住宅市
場の実現

ア　住宅と福祉の施策の連携強化
○　高齢者住まい法に基づき、都道府県及び市

町村において高齢者の居住の安定確保のため

の計画を定めることを推進した。
○　バリアフリー構造等を有し、生活支援サー

ビスが提供されるサービス付き高齢者向け住
宅の供給を促進するため、整備費に対する補
助、税制の特例措置、住宅金融支援機構の融
資による支援を行った。また、非接触での
サービス提供等を可能とするIoT技術の導入
支援を行った。

イ　高齢者向けの先導的な住まいづくり等への
支援

○　スマートウェルネス住宅等推進事業によ
り、高齢者等の居住の安定確保・健康維持増
進に係る先導的な住まいづくりの取組等に対
して補助を行った。

ウ　高齢者の自立や介護に配慮した住宅の建設
及び改造の促進

○　健康で快適な暮らしを送るために必要な既
存住宅の改修における配慮事項をまとめた

「高齢期の健康で快適な暮らしのための住ま
いの改修ガイドライン」（平成31年3月公表）
の普及を推進した。

○　住宅金融支援機構においては、高齢者自ら
が行う住宅のバリアフリー改修等について高
齢者向け返済特例制度を適用した融資を実施
した。また、フラット35Sにより、バリアフ
リー性能等に優れた住宅に係る金利引下げを
行っている。さらに、住宅融資保険事業や証
券化支援事業の枠組みを活用し、民間金融機
関が提供する住宅の建設、購入、改良等の資
金に係るリバースモーゲージ型住宅ローンの
普及を支援している。

エ　公共賃貸住宅
○　公営住宅、改良住宅の整備においては、中
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高層住宅におけるエレベーター設置等の高齢
者向けの設計・設備によって増加する工事費
について助成を行った。都市再生機構賃貸住
宅においても、建て替え事業による中高層住
宅の新たな供給においてはエレベーター設置
を標準としている。また、老朽化した公共賃
貸住宅については、計画的な建て替え・改善
を推進した。

○　既存の公営住宅や改良住宅の大規模な改修
と併せて、高齢者福祉施設等の生活支援施設
の導入を図る取組に対しても支援を行った。

オ　次世代へ継承可能な良質な住宅の供給促進
（ア）持家の計画的な取得・改修努力への援

助等の推進
○　良質な持家の取得・改修を促進するため、

勤労者財産形成住宅貯蓄の普及促進等を図る
とともに、住宅金融支援機構の証券化支援事
業及び独立行政法人勤労者退職金共済機構

（以下「勤労者退職金共済機構」という。）等
の勤労者財産形成持家融資を行っている。

○　住宅ローン減税等の税制上の措置を活用
し、良質な住宅の取得を促進した。

（イ）高齢者の持家ニーズへの対応
○　住宅金融支援機構において、親族居住用住

宅を証券化支援事業の対象とするとともに、
親子が債務を継承して返済する親子リレー返
済を実施している。

（ウ）将来にわたり活用される良質なストッ
クの形成

○　長期優良住宅の普及の促進に関する法律に
基づき、住宅を長期にわたり良好な状態で使
用するため、その構造や設備について、一定
以上の耐久性、維持管理容易性等の性能を備

え、適切な維持保全が確保される「認定長期
優良住宅」の普及促進を図った。

カ　循環型の住宅市場の実現
（ア）既存住宅流通・リフォーム市場の環境

整備
○　消費者ニーズに対応した既存住宅流通・リ

フォーム市場の環境整備を図るため、登録講
習機関が実施する既存住宅状況調査技術者講
習による技術者の育成を通じ、建物状況調査

（インスペクション）の普及促進を図るとと
もに、既存住宅に関する瑕

か

疵
し

保険や紛争処理
体制の充実、「安心R住宅」制度の普及等に
取り組んでいる。

○　住宅リフォーム事業の健全な発達及び消費
者が安心してリフォームを行うことができる
環境の整備を図るため、住宅リフォーム事業
者の業務の適正な運営の確保及び消費者への
情報提供等を行う等、一定の要件を満たす住
宅リフォーム事業者の団体を国が登録する

「住宅リフォーム事業者団体登録制度」を実
施している。

○　住宅ストック維持・向上促進事業により、
良質な住宅ストックが適正に評価される市場
の形成を促進する先導的な取組に対し支援し
た。

○　居住者の高齢化も想定して、長期にわたり
良好な状態で使用される住宅の普及を促進す
るため、長期優良住宅化リフォーム推進事業
及び子育てグリーン住宅支援事業により、既
存住宅の長寿命化に資するリフォームの取組
を支援した。

（イ）高齢者に適した住宅への住み替え支援
○　高齢者等の所有する戸建て住宅等を、広い

住宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸するこ
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とを円滑化する制度により、高齢者に適した
住宅への住み替えを促進した。また、同制度
を活用して住み替える先の住宅を取得する費
用について、住宅金融支援機構の証券化支援
事業における民間住宅ローンの買取要件の緩
和を行っている。

○　高齢者が住み替える先のサービス付き高齢
者向け住宅に係る入居一時金及び住み替える
先の住宅の建設・購入資金について、住宅融
資保険事業や証券化支援事業の枠組みを活用
し、民間金融機関のリバースモーゲージ型住
宅ローンの普及を支援している。

（2）高齢社会に適したまちづくりの総合的推進
①　地域における移動手段の確保
○　買物・通院といった日常生活に必要不可欠

なサービスへのアクセスなど、高齢者を始め
とする地域住民の移動手段を確保するため、

「「交通空白」解消に向けた取組方針2025」
（令和7年5月国土交通省「交通空白」解消
本部決定）に基づき、地方運輸局・運輸支局
による地方公共団体や交通事業者に対する伴
走支援や、パイロット・プロジェクトの推
進、民間企業の技術やノウハウを生かした連
携の推進といった国による総合的な後押しに
より、「地域の足」の確保を強力に進めた。

○　地域住民の移動手段の確保のため、登録申
請等のオンライン化により運送主体の事務負
担を軽減することにより、自家用有償旅客運
送の活用を促進している。

○　「モビリティ・ロードマップ2025」（令和7
年6月策定）に基づき、自動運転の社会実装
に関する施策の進捗を確認するとともに、需
要の創出とモビリティサービスの効率化を一
体的に行う取組に向けた検討などを行った。

②　多世代に配慮したまちづくりの総合的推進
○　高齢者等全ての人が安全・安心に生活し、

社会参加できるよう、高齢者に配慮したまち
づくりを総合的に推進するため、バリアフ
リー法に基づく「移動等円滑化の促進に関す
る方針」及び「移動等円滑化に係る事業の重
点的かつ一体的な推進に関する基本的な構
想」の作成を市町村に働きかけるとともに、
地域公共交通バリアフリー化調査事業及びバ
リアフリー環境整備促進事業を実施した。

○　地方創生の観点から、誰もが居場所と役割
を持つコミュニティである全世代・全員活躍
型「生涯活躍のまち」（日本版CCRC）の展
開に向けて、関係府省庁による検討チームを
設置し、今後の推進に向けた課題に関する議
論等を行った。

○　誰もが暮らしやすい共生社会の実現に向け
て、「共生社会ホストタウン」に登録されて
いる地方公共団体を中心にユニバーサルデザ
インの街づくりや心のバリアフリーに関する
取組が進められているところであり、令和7
年11月に「共生社会バリアフリーシンポジ
ウムin金沢」を開催し、開催自治体である
石川県金沢市の取組について共有・発信を
行った。

○　誰もが身近に自然とふれあえる快適な環境
の形成を図るため、歩いて行ける範囲の身近
な公園を始めとした都市公園等の計画的な整
備を行っている。

○　良好な水辺空間は高齢者にとって憩いと交
流の場となることから、河川等の水辺空間の
整備を推進した。

○　中山間地域等において、各種生活サービス
機能が一定のエリアに集約され、集落生活圏
内外をつなぐ交通ネットワークが確保された
拠点である「小さな拠点」の形成拡大と質的
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向上を目指し、全国フォーラムや現地セミ
ナーの開催等により、地域の自立共助の運営
組織や全国の多様な関係者間の連携を図る
等、総合的に支援した。

③　農山漁村のコミュニティの維持
○　生産性の向上に資するスマート農業技術の

活用や農業支援サービス事業者の育成・活動
の促進等を支援した。

○　高齢者等による農作業中の事故が多い実態
を踏まえ、全国の農業者が農作業安全研修を
受講するよう推進するとともに、農作業安全
に関する指導者の育成及び活動の拡大を図っ
た。

○　農福連携の取組として、高齢者の生きがい
及びリハビリテーションを目的とした農林水
産物生産施設及び附帯施設の整備等を支援し
た。また、世代や障害の有無を越えた多様な
者が農業体験を通じて社会参画を図るユニ
バーサル農園の普及・拡大等を推進した。

○　集落の機能を補完して農用地保全や生活支
援等を行う農村型地域運営組織（農村RMO：
Region Management Organization）の形成
を推進する等、高齢者が安心して快適に暮ら
せるよう、地域特性を踏まえた生活環境の整
備を推進した。

○　山地災害からの生命の安全の確保に向け、
要配慮者利用施設に隣接する山地災害危険地
区等に関する情報提供や治山施設の設置、森
林整備等を計画的に実施した。

○　漁港漁場整備法に基づき策定された「漁港
漁場整備長期計画」（令和4年3月閣議決定）
を踏まえ、浮体式係船岸や岸壁、用地等への
防暑・防雪施設等の軽労化施設等の整備を実
施した。

○　買物困難者等への食料提供を円滑にするた

め、「食品アクセスの確保に関する支援策
パッケージ」（令和7年3月食品アクセス問
題に関する関係省庁連絡会議決定）に沿って
ドローンを活用したラストワンマイル配送の
取組等を支援した。

（3）金融経済活動における支援
○　高齢顧客への対応を含め、金融事業者等に

おける顧客本位の業務運営を推進するため、
顧客等の最善の利益が図られるよう、モニタ
リング等を行った。また、令和7年に日本証
券業協会が導入した「家族サポート証券口
座」や、高齢者の金融取引に関する代理制度
の活用促進など、顧客に寄り添った金融サー
ビスの提供を金融機関等に促した。

○　J-FLECを中心とした関係機関と連携し、
国全体に金融経済教育を提供することによ
り、国民が自らのニーズやライフプランに
合った適切な金融商品・サービスを選択でき
るよう、金融リテラシーの向上に取り組んだ。

○　戦略的イノベーション創造プログラム
（SIP）の課題の中で、加齢による認知機能
の低下に合わせて、高齢者が適切な支援サー
ビスや技術を使うことで、自らの金融資産の
管理、運用といった経済活動ができ、自立的
に社会で生活できる「包摂的な社会経済シス
テム」を構築する研究開発を進めており、認
知機能が低下した高齢者による資産管理につ
いて、自治体・金融機関、地域包括支援セン
ター等が連携する好事例を確立して標準化す
るため、モデル事業を推進した。令和7年度
においては、モデル事業に協力する自治体の
増加を図るとともに、自治体と金融機関等の
連携を試行し、認知機能が低下した高齢者の
支援につなげた事例などの収集を進めた。

○　高齢者自身が変化する認知機能の状況を把
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握できるツールや認知機能の低下した高齢顧
客を支え、取引を可能にする金融機関等向け
ツールの開発を進め、金融機関においてツー
ルの機能の検証を行った。

○　認知症高齢者等の「配慮を要する消費者」
を見守るため、地方公共団体において金融機
関、消費生活センター等のほか、福祉関係者
や消費者団体等の多様な関係者が連携して消
費者被害の未然防止・拡大防止に取り組む消
費者安全確保地域協議会の設置・活性化を促
進した。

○　日常生活で認知機能を必要とする場面が多
い金融機関の窓口において、窓口業務に従事
する職員は、認知機能が低下した人と接する
機会が多いことから金融機関と地域の福祉機
関等が連携し、必要な支援につなげることが
望まれる。そのため、個人情報保護法に定め
る例外に該当する場合において、本人の同意
を要することなく個人データを共有し得る、
社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業
の支援会議の枠組みに、必要に応じて金融機
関の参加を促進し、認知機能が低下した人を
必要な支援につなぐ取組を推進した。

○　重層的支援体制整備事業の支援会議の開催
に当たって、同会議から金融機関等の認知症
が疑われる者の状況を把握していることが想
定される機関に対して必要に応じて情報提供
を求めるよう、市区町村に促した。

（4）消費者被害の防止
○　地方消費者行政強化交付金等を通じた支援

等に加え、令和7年度地方消費者行政に関す
る先進的モデル事業として、見守り活動の優
良事例の収集・横展開や消費生活協力員・協
力団体養成講座の開催等を行った。

○　全国どこからでも身近な消費生活相談窓口

につながる共通の電話番号である「消費者
ホットライン188」を運営している。また、
イメージキャラクター「イヤヤン」も活用し
ながら、消費者庁ウェブサイトへの掲載、啓
発イベントの実施、PR動画の放映、啓発チ
ラシ・ポスターの配布等、様々な広報活動を
通じて同ホットラインの周知に取り組んでい
る。

○　「令和7年版消費者白書」において、高齢
者の消費生活相談の状況等を取り上げ、広く
国民や関係団体等に情報提供を行った。

○　独立行政法人国民生活センター（以下「国
民生活センター」という。）では、高齢者に
多い消費者トラブルに関する注意喚起として

「強引に勧められる住宅のリースバック契約
にご注意！－本当に「そのまま“ずっと”住
み続けられる」契約ですか？－」（令和7年
5月）や、「太陽光発電システムの点検商法
が急増！－「点検が義務化された」などと言
われても、安易に契約せず、まずは点検の要
否を確認しましょう－」（令和7年6月）等
を公表した。

○　悪質商法被害や商品等に係る事故に関する
注意情報を簡潔にまとめたメールマガジン

「見守り新鮮情報」を月2回程度、行政機関
のほか、高齢者や高齢者を支援する民生委員
や福祉関係者等に向けて配信した。

（5）認知機能の変化に応じた交通安全対策
○　高齢者の交通安全対策は重点的に取り組む

べき課題であり、令和3年3月に中央交通安
全対策会議で決定した「第11次交通安全基
本計画」（計画期間：令和3～7年度）等に
基づき、各種施策を推進した。

○　加齢に伴う身体機能の変化が行動に及ぼす
影響等を理解し、自ら納得して安全な交通行
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動を実践することができるよう、シミュレー
ター等の教育機材を活用した交通安全教室を
開催したほか、交通安全教育を受ける機会の
少ない高齢者を対象とした家庭訪問による個
別指導等を利用した交通安全教育を推進し
た。また、シルバーリーダー11等を対象とし
た参加・体験・実践型の講習会を実施し、高
齢者交通安全教育の継続的な推進役の養成に
努めた。

○　横断歩道以外の場所や走行車両の直前直後
等を横断することの危険性についての広報啓
発等を強化した。

○　最高速度30キロメートル毎時の区域規制
とハンプ等の物理的デバイスとの適切な組合
せにより交通安全の向上を図る区域を「ゾー
ン30プラス」として設定し、警察と道路管
理者が緊密に連携しながら、生活道路におけ
る人優先の安全・安心な通行空間の整備の更
なる推進を図った。

○　「道路交通法施行令の一部を改正する政令」
（令和6年政令第248号）により、中央線等
が設置されていない一般道路を自動車が走行
する際の法定速度（道路標識又は道路標示に
より最高速度が指定されていない道路におけ
る最高速度）が60キロメートル毎時から30
キロメートル毎時に引き下げられるため（令
和8年9月1日施行予定）、新たな法定速度
について国民に向けた広報啓発を推進した。

○　歩車分離式信号の整備を一層推進するた
め、令和7年1月に改定した歩車分離式信号
に関する指針を踏まえ、歩車分離式信号の一
層の整備推進を図った。

○　歩行者、自転車及び自動車が適切に分離さ
れた自転車通行空間の整備など、安全で快適

11	 高齢者を対象とした地域における市民参加型の高齢者交通安全活動を普及・促進する、高齢者及び地域活動（行政、ボランティア等）に影響力のある高
齢者交通安全指導員

な自転車利用環境の創出を推進した。
○　踏切道の歩行者対策として、「移動等円滑

化要対策踏切」が追加された「踏切道安全通
行カルテ」や地方踏切道改良協議会を通じて
プロセスの「見える化」を行い、道路管理者
と鉄道事業者が、地域の実情に応じた対策を
検討し、高齢者等の通行の安全対策を推進し
た。

○　高齢運転者対策の充実・強化を図るため、
運転免許証の更新時における運転技能検査、
認知機能検査及び高齢者講習並びにサポート
カー限定免許制度を効果的に運用し、高齢運
転者による交通事故の防止を図った。

○　高速道路での逆走事故対策については、標
識や路面標示等の基本的対策実施後も重大事
故が発生しているインターチェンジ等を「重
点対策箇所」として選定し、逆走車に対して
強く衝撃を与えるような段差や突起物を路面
上に設ける物理的対策等を実施する計画を策
定した。また、道路管理設備（CCTV等）の
充実やDX関連技術の進展等の変化を踏まえ、
道路管理設備を活用した逆走検知や車両側で
逆走検知、通知できる新規技術を公募し、企
業が実証実験を開始した。

○　高齢者の横断歩行中の交通事故を減らすた
め、センサー付きスポットライトや二段階横
断施設の設置等の交通安全対策を推進するな
ど、高齢者が安心して健康に暮らせる道路交
通環境の整備を推進した。

○　車両の安全対策については、ペダル踏み間
違いによる事故を防止するため、令和7年6
月及び8年1月に「道路運送車両の保安基
準」等を改正し、障害物の手前で停止中やク
リープ走行中に誤ってアクセルを踏み込んだ
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時に急発進や急加速を抑制する装置の搭載を
乗用車等に義務付ける措置を行った。

（6）情報アクセシビリティの確保
○　「ユーザビリティガイドライン」（令和7年

9月デジタル社会推進会議幹事会決定）、
「ウェブサイトガイドライン」（令和7年9月
デジタル社会推進会議幹事会決定）等を策定
し、公開済みであった「ウェブアクセシビリ
ティ導入ガイドブック」の編入と併せて、デ
ジタル社会推進標準ガイドライン群として公
開した。

○　行政機関のウェブサイトが様々な人にとっ
て使いやすい状態で提供されることを促すた
めに公開している「デジタル庁デザインシス
テム」のベータ版を随時更新したほか、デー
タ等の再利用性を高めるため、ウェブサイト
化して公開している「デジタル庁デザインシ
ステム」について、随時更新している。

○　民間企業等が開発するデジタル機器・サー
ビスが情報アクセシビリティ基準（JIS X 
8341シリーズ等）に適合しているかどうか
を自己評価する「自己評価様式」の作成に関
して、政府情報システムに係る調達における
当該様式の利活用を推進するとともに、民間
企業等による当該様式作成の普及展開策とし
てアクセシブルなICT機器・サービスの好
事例を「情報アクセシビリティ好事例2025」
として公表した。

○　公的機関がウェブアクセシビリティの向上
に取り組む際の手順書となる「みんなの公共
サイト運用ガイドライン」の周知啓発を行う
とともに、公的機関へウェブアクセシビリ
ティに係る取組の実施状況等を把握するため
のアンケート調査及びヒアリング調査を実施
した。

○　文字表示電話サービス（ヨメテル：電話に
おいて聞こえに困難を抱える利用者が自身の
声で相手先に伝え、相手先の声を文字で読む
ことを可能にするサービス）を含む電話リ
レーサービスに関して、令和7年10月より

「電話リレーサービスの在り方に関する検討
会」を開催し、より適正・確実なサービス提
供等を実現するための検討を行い、令和8年
3月に報告書を取りまとめ、公表した。

○　高齢者や障害のある人々にも使いやすい製
品やサービスの必要性がその提供者及び利用
者等に広く認識されている中で、アクセシビ
リティを考慮した標準化を促進するため、令
和7年度は新型コロナウイルス感染症対策等
を踏まえた「新しい生活様式」について、高
齢者や障害のある人々が利用しやすい製品や
サービスの共通的な配慮事項に関する国際標
準化活動を実施した。

（7）公共交通機関や建築物等のバリアフリー
化

ア　公共交通機関等の移動空間のバリアフリー
化

（ア）バリアフリー法に基づく公共交通機関
のバリアフリー化の推進

○　「どこでも、だれでも、自由に、使いやす
く」というユニバーサルデザインの考え方を
踏まえたバリアフリー法に基づき、旅客施
設・車両等の新設等の際の「公共交通移動等
円滑化基準」（令和7年4月改定）への適合
義務、既設の旅客施設・車両等に対する適合
努力義務を定めている。

○　バリアフリー法に基づく「移動等円滑化の
促進に関する基本方針」（令和2年国家公安
委員会、総務省、文部科学省、国土交通省告
示第1号）に係るバリアフリー整備目標につ
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いて、令和3年度からの5年間を目標期間と
して策定し、ハード・ソフト両面でのバリア
フリー化をより一層推進する観点から、各施
設等について地方部を含めたバリアフリー化
の一層の促進、聴覚障害及び知的障害・精神
障害・発達障害に係るバリアフリーの進捗状
況の見える化、「心のバリアフリー」の推進
等を図っている。

○　「第3次交通政策基本計画」（令和8年1月
閣議決定）において、バリアフリー化等の推
進を目標の一つとして掲げており、これらを
踏まえながらバリアフリー化の更なる推進を
図っている。

（イ）ガイドライン等に基づくバリアフリー
化の推進

○　公共交通機関の旅客施設・車両等につい
て、ハード対策としては「公共交通機関の旅
客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライ
ン」（令和7年9月）及び「公共交通機関の
車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライ
ン」（令和7年9月）に基づき、ソフト対策
としては「公共交通機関の役務の提供に関す
る移動等円滑化整備ガイドライン」（令和7
年9月）に基づき、バリアフリー化を進めて
いる。

○　旅客船については「旅客船バリアフリーガ
イドライン」（令和3年11月）、ユニバーサル
デザインタクシーについては「標準仕様ユニ
バーサルデザインタクシー認定要領」（令和
6年4月）、ノンステップバスについては

「標準仕様ノンステップバス認定要領」（平成
27年7月）、航空旅客ターミナルについては

「空港旅客ターミナルビル等のバリアフリー
に関するガイドライン」（平成30年10月）に
基づき、更なるバリアフリー化の推進を図っ

ている。

（ウ）公共交通機関のバリアフリー化に対す
る支援

○　高齢者の移動等円滑化を図るため、駅・空
港等の旅客施設におけるエレベーター設置等
の高齢者の利用に配慮した施設の整備、ノン
ステップバス等の車両の導入等の推進方策と
して、鉄道駅等の旅客施設のバリアフリー
化、ノンステップバス、ユニバーサルデザイ
ンタクシーを含む福祉タクシーの導入等に対
する支援措置を実施している。

（エ）歩行空間の形成
○　移動は就労、余暇等のあらゆる生活活動を

支える要素であり、その障壁を取り除き、全
ての人が安全に安心して暮らせるよう、信号
機、歩道等の交通安全施設等の整備を推進し
た。

○　高齢歩行者等の安全な通行を確保するた
め、①幅の広い歩道等の整備、②歩道の段
差・傾斜・勾配の改善、③無電柱化推進計画
に基づく道路の無電柱化、④歩行者用案内標
識の設置、⑤歩行者等を優先する道路構造の
整備、⑥自転車道等の設置による歩行者と自
転車交通の分離、⑦生活道路における速度の
抑制及び通過交通の抑制・排除並びに幹線道
路における道路構造の工夫や、交通流の円滑
化を図るための信号機、道路標識等の重点的
整備、⑧バリアフリー対応型信号機（Bluetooth
を活用し、スマートフォン等に対して歩行者
用信号情報を送信するとともに、スマート
フォン等の操作により青信号の延長を可能と
する高度化PICSを含む。）の整備、⑨歩車分
離式信号の整備の推進、⑩見やすく分かりや
すい道路標識・道路標示の整備、⑪信号灯器
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のLED化等の対策を実施した。

（オ）道路交通環境の整備
○　高齢者等が安心して自動車を運転し外出で

きるよう、生活道路における交通規制の見直
し、付加車線の整備、道路照明の増設、道路
標識・道路標示の高輝度化、信号灯器の
LED化、「道の駅」における優先駐車スペー
ス、高齢運転者等専用駐車区間の整備等の対
策を実施した。

（カ）バリアフリーのためのソフト面の取組
○　国民一人一人がバリアフリーについての理

解を深めるとともに、高齢者、障害者等の困
難を自らの問題として認識し、自然に快くサ
ポートできるよう、高齢者、障害者等の介助
体験・擬似体験等を内容とする「バリアフ
リー教室」の開催や、目の不自由な方への声
かけや列車内での利用者のマナー向上を図る

「声かけ・サポート運動」といった啓発活動
等、ソフト面での取組を推進している。

○　高齢者や障害者等に対する交通事業者によ
る統一された一定水準の接遇を確保するた
め、「公共交通事業者に向けた接遇ガイドラ
イン」（令和6年3月）及び「接遇研修モデ
ルプログラム」（令和6年3月）を活用した
研修実施の推進を図っている。

○　高齢者や障害者等が自律的に安心して移動
できる包摂社会の実現に向け、令和7年7月
に「歩行空間の移動支援に係るデータのオー
プンデータ化・利活用促進ワーキンググルー
プ」を設置し、データ整備プラットフォーム
の試行開始のためのAIを活用した実証や運
用にかかる検討を行った。

○　施策普及のための広報の取組の一環とし
て、令和8年1月に第3回「歩行空間DX研

究会シンポジウム」を開催した。

（キ）訪日外国人旅行者の受入環境整備
○　訪日外国人旅行者の移動円滑化を図るた

め、旅客施設における段差の解消等の取組を
支援した。

イ　建築物・公共施設等のバリアフリー化
○　バリアフリー法に基づく認定を受けた優良

な建築物（認定特定建築物）等のうち一定の
ものの整備及び不特定多数の者が利用し、又
は主として高齢者・障害者等が利用する既存
建築物のバリアフリー改修工事に対して支援
措置を講ずることにより、高齢者・障害者等
が円滑に移動等できる建築物の整備を促進し
ている。

○　窓口業務を行う官署が入居する官庁施設に
ついて、バリアフリー法に基づく建築物移動
等円滑化誘導基準に規定された整備水準の確
保等により、高齢者を始め全ての人が、安全
に、安心して、円滑かつ快適に利用できる施
設を目指した整備を推進している。

○　社会資本整備総合交付金等の活用によっ
て、誰もが安心して利用できる都市公園の整
備を推進するとともに、バリアフリー法に基
づく基準等により、公園施設のバリアフリー
化を推進している。

○　訪日外国人旅行者が安心して旅行できる環
境を整備するため、訪日外国人旅行者の来訪
が多い又は来訪の増加が見込まれる市町村に
おいて、観光スポット等における段差の解消
等を支援した。

（8）高齢期の特性に配慮した防災・防犯対策
①　防災施策の推進
○　病院、老人ホーム等の要配慮者利用施設を
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保全するため、土砂災害防止施設の整備を推
進し、激甚な水害・土砂災害を受けた場合の
再度災害防止対策を実施した。

○　病院等の医療施設における防災対策を推進
するため、医療施設が水害に備えて実施する
医療用設備の高層階移設や止水板の設置等の
浸水対策に要する経費の補助を行った。

○　震災に備えて建物の耐震整備に要する経費
の補助や、非常用自家発電装置、給水設備の
整備に要する経費の補助を行ったほか、水害
や震災により被災した医療施設の復旧事業に
要する経費の補助を行った。

○　災害時等においても、在宅療養患者に対
し、在宅医療の診療体制を維持し継続的に医
療提供することが求められるため、在宅医療
提供機関におけるBCP（業務継続計画）策
定支援研修を実施した。

○　水害や土砂災害に対して、高齢者等要配慮
者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、水
防法及び土砂災害防止法において、浸水想定
区域内及び土砂災害警戒区域内に位置し、市
町村地域防災計画に名称及び所在地を定めら
れた要配慮者利用施設の所有者又は管理者に
対し避難確保計画の作成及び計画に基づく訓
練の実施を義務付けており、避難確保計画の
早期作成や訓練の実施促進を図った。

○　水防法及び土砂災害防止法に基づく、市町
村長から要配慮者利用施設の所有者又は管理
者に対して助言・勧告を行うことができる制
度が適切に運用できるよう、全国の市町村職
員等を対象とした研修を実施するとともに、
施設職員向けの動画やリーフレットを活用し
た制度の周知を行った。

○　土砂災害特別警戒区域における要配慮者利
用施設の開発行為の許可制等を通じて高齢者
等の安全が確保されるよう、土砂災害防止法

に基づき基礎調査や区域指定の促進を図っ
た。

○　住宅火災で亡くなる高齢者等の低減を図る
ため、春・秋の全国火災予防運動において、
高齢者等の要配慮者の把握や安全対策に重点
を置いた死者発生防止対策を図るとともに、
住宅用火災警報器や防炎品、住宅用消火器、
感震ブレーカーの普及促進等、総合的な住宅
防火対策を推進した。また、「老人の日・敬
老の日に『火の用心』の贈り物」をキャッチ
フレーズとする「住宅防火・防災キャンペー
ン」を実施し、高齢者等に対して住宅用火災
警報器等の普及促進を図った。

○　災害発生時若しくは災害が発生するおそれ
がある場合又は事故発生時に高齢者に対して
適切に情報を伝達できるよう、民間事業者、
消防機関、都道府県警察等の協力を得つつ、
高齢期の特性にも配慮した多様な情報伝達手
段の確保のための体制や環境の整備を促進し
た。また、災害情報を迅速かつ確実に伝達す
るため、全国瞬時警報システム（Jアラート）
との連携を含め、防災行政無線による放送

（音声）や緊急速報メールによる文字情報等
の種々の方法を組み合わせて、災害情報伝達
手段の多重化を推進した。

○　令和7年度において、各市町村における避
難行動要支援者名簿や個別避難計画の作成状
況等について調査結果を公表した。

○　災害時に自ら避難することが困難な高齢者
などの避難行動要支援者への避難支援等につ
いては、災害対策基本法や、「避難行動要支
援者の避難行動支援に関する取組指針」（令
和3年5月改定）を踏まえ、市町村の取組が
促進されるよう、助言を行った。

○　被災者のニーズに応じて、車椅子利用者も
使用できる応急仮設住宅の確保が適切に図ら
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れるよう、災害救助法に基づく救助の実施主
体に取組を促した。

○　災害時の避難生活における高齢者等要配慮
者の生活環境を確保するため、地方公共団体
に対し、トイレや食料、パーティション、簡
易ベッド、入浴設備等の確保を促すととも
に、福祉避難所の確保や一般避難所における
要配慮者スペースの設置について、避難生活
に関する取組指針やガイドライン等を通じて
周知を行った。

○　東日本大震災の対応については、復興の加
速化を図るため、被災した高齢者施設等の復
旧に係る施設整備について、関係地方公共団
体との調整を行った。

○　地域医療介護総合確保基金等を活用し、日
常生活圏域で医療・介護等のサービスを一体
的・継続的に提供する「地域包括ケア」の体
制を整備するため、都道府県計画等に基づ
き、地域密着型サービス等、地域の実情に応
じた介護サービス提供体制の整備を促進する
ための支援を行った。

○　介護保険制度において、被災者を経済的に
支援する観点から、東京電力福島第一原子力
発電所事故に伴う帰還困難区域及び上位所得
層を除く平成27年度以降に指定が解除され
た旧帰還困難区域等の住民について、介護保
険の利用者負担や保険料の減免を行った保険
者に対する財政支援を1年間継続した。当該
財政支援については、「「第2期復興・創生期
間」以降における東日本大震災からの復興の
基本方針」（令和3年3月閣議決定）におい
て、「避難指示解除の状況も踏まえ、適切な
周知期間を設けつつ、激変緩和措置を講じな
がら、適切な見直しを行う」こととされたと
ころ、関係自治体の意見を踏まえ、令和5年
度以降順次見直しを行っている。また、避難

指示区域等の解除に伴い、福祉・介護サービ
スの提供体制を整えるため、介護施設等への
就労希望者に対する就職準備金の貸付け、相
双地域から福島県内外の介護福祉士養成施設
等に入学する者への支援、全国の介護施設等
からの応援職員の確保に対する支援や、介護
施設等の運営に対する支援等を行った。

○　高齢者世帯の耐震改修を促進するため、住
宅金融支援機構における住宅融資保険事業の
枠組みを活用し、リバースモーゲージ型住宅
ローンにより提供される耐震改修への融資に
ついて、利子補給を実施した。

②　犯罪、悪質商法、人権侵害等からの保護
ア　犯罪からの保護
○　高齢者が犯罪や事故に遭わないよう、交

番、駐在所の警察官を中心に、巡回連絡等を
通じて高齢者宅を訪問し、高齢者が被害に遭
いやすい犯罪の手口の周知及び被害防止対策
についての啓発を行うとともに、必要に応じ
て関係機関や親族への連絡を行った。また、
認知症等によって行方不明になる高齢者を発
見、保護するための仕組みづくりを関係機関
等と協力して推進した。

○　高齢者に大きな被害が生じている特殊詐欺
及びSNS型投資・ロマンス詐欺については、
犯罪対策閣僚会議において令和7年4月に決
定された「国民を詐欺から守るための総合対
策2.0」に基づき、関係府省庁や事業者と連
携し、各種対策を強力に推進した。

○　SNS型投資・ロマンス詐欺において、SNS
やマッチングアプリが犯行ツールとして数多
く利用されている実態を踏まえ、SNS事業
者及びマッチングアプリ事業者に対し、詐欺
被害のおそれがある利用者への個別の注意喚
起など詐欺被害防止に資する対策の更なる実
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施を働きかけた。
○　法人口座を含む不正な口座情報について、

警察と預金取扱金融機関における迅速な情報
共有に係る連携体制の構築を推進した。

○　悪質商法の中には、住宅リフォーム工事等
の点検商法等による高齢者を狙った事件も発
生したことから、悪質商法の取締りの推進に
加え、所管府省庁を始めとする関係機関との
情報共有及び連携を強化するとともに、悪質
商法の被害防止に関する広報啓発活動及び悪
質商法に関する相談窓口の周知を行った。

○　国際電話番号を悪用した特殊詐欺の増加に
伴う国際電話番号からの発着信をブロック等
できる取組を「みんなでとめよう!!国際電話
詐欺#みんとめ」と呼称し、希望者に対して
国際電話番号の着信を受けないための対策を
促進するとともに、関係府省庁や事業者等と
連携した被害発生状況に応じた広報啓発等の
被害防止対策を推進した。

○　特殊詐欺等に係る携帯電話対策として、令
和8年3月、特殊詐欺対策アプリを「警察庁
推奨アプリ」として認定し、各種媒体を活用
した広報啓発活動を行うとともに、関係省
庁・団体等にも推奨への協力を求め、国民運
動として警察庁推奨アプリの利用を呼びかけ
ることで、特殊詐欺等の被害防止対策を推進
した。

○　特殊詐欺、利殖勧誘事犯及び特定商取引等
事犯の犯行グループが使用していた名簿を警
察が捜査の過程で押収した際は、データ化し、
これを基に電話による注意喚起を行うなどの
被害防止対策を実施した。

○　特殊詐欺等事件については、匿名・流動型
犯罪グループの関与が認められることから、
同グループの活動実態の変化に機動的に対応
し、事件の背後にいる首謀者や指示役も含め

た犯罪者グループ等の弱体化・壊滅のため、
部門の壁を越えた効果的な取締りを推進した。

○　今後、認知症高齢者や一人暮らし高齢者が
増加していく状況を踏まえ、市民を含めた後
見人等の確保や市民後見人の活動を安定的に
実施するための組織体制の構築・強化を図る
必要があることから、地域住民で成年後見に
携わろうとする者に対する養成研修や後見人
の適正な活動が行われるよう支援した。

○　高齢者による犯罪の防止について、特に万
引きでの検挙人員全体に占める65歳以上の
者の割合が高い水準にあることを踏まえ、
様々な機会を活用し、犯罪の防止に係る啓発
を図った。

○　被疑者・被告人のうち、高齢等により、自
立した生活を営む上で、福祉サービス等を受
けることが必要な者に対し、本人の意思や
ニーズを踏まえつつ、検察庁、保護観察所、
地域生活定着支援センター等との連携によ
り、釈放後速やかに適切な福祉サービス等に
つなげる取組について、各地域の実情に応じ
て、地方公共団体との協働等により、着実に
実施した。

○　受刑者等のうち、福祉的支援の必要が認め
られる高齢者等に対し、福祉的支援を受ける
ことについての動機付けを含む円滑な社会復
帰に向けた指導等、高齢等の特性に応じた処
遇を行った。また、受刑者等のうち、適当な
帰住先が確保されていない高齢者等が、矯正
施設出所後に必要な福祉サービス等を円滑に
利用できるようにするため、関係機関が連携
して、矯正施設在所中から必要な調整を行い、
出所後の福祉的支援につなげる特別調整の取
組を推進した。

○　刑務所出所者等のうち、犯罪をした高齢者
等の更生保護施設における受入れやその特性
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に配慮しつつ社会生活に適応するための指導
を行う特別処遇等の取組を推進した。

○　「持続可能な保護司制度の確立に向けた検
討会」報告書等を踏まえた更生保護制度の充
実を図るための保護司法等の一部を改正する
法律が第219回国会にて成立し、令和7年12
月に公布された。

○　保護司の適任者確保や保護司活動に対する
理解促進のため、実際に保護司活動を体験す
る保護司活動インターンシップを実施すると
ともに、地域の関係機関・団体、民間企業等
に対し保護司活動等について紹介する保護司
セミナーを実施した。

イ　人権侵害からの保護
○　高齢者虐待防止法に基づき、前年度の養介

護施設従事者等による虐待及び養護者による
虐待の状況について、必要な調査等を実施
し、各都道府県・市町村における虐待の実
態・対応状況の把握に努めるとともに、市町
村等に高齢者虐待に関する通報や届出があっ
た場合には、関係機関と連携して速やかに高
齢者の安全確認や保護を行う等の必要な措置
を講じ、高齢者虐待への早期対応が推進され
るよう必要な支援を行った。

○　法務局において、高齢者の人権問題に関す
る相談に応じるとともに、法務局に来庁する
ことができない高齢者等について、老人福祉
施設等に特設の人権相談所を開設したほか、
電話、手紙、インターネット等を通じて相談
を受け付けた。人権相談等を通じて、家庭や
高齢者施設等における虐待等、高齢者を被害
者とする人権侵害の疑いのある事案を認知し
た場合には、人権侵犯事件として調査を行い、
その結果を踏まえ、事案に応じた適切な措置
を講じる等して、被害の救済及び人権尊重思

想の普及高揚に努めた。また、高齢者の人権
問題に関する各種啓発活動を行った。

ウ　司法ソーシャルワークの実施
○　日本司法支援センター（以下「法テラス」

という。）では、法的問題を抱えていること
に気付いていない、意思の疎通が困難である
などの理由で自ら法的支援を求めることが難
しい高齢者・障害者等に対して、地方公共団
体、福祉機関・団体や弁護士会、司法書士会
等と連携を図りつつ、当該高齢者・障害者等
に積極的に働きかける（アウトリーチ）など
して、法的問題を含めた諸問題を総合的に解
決することを目指す「司法ソーシャルワー
ク」を推進しており、弁護士会・司法書士会
と協議をして出張法律相談等のアウトリーチ
活動を担う弁護士・司法書士を確保するな
ど、「司法ソーシャルワーク」の実施に必要
な体制の整備を進めるとともに、地域包括支
援センターや福祉事務所等の福祉機関職員を
対象に業務説明会や意見交換会を実施するな
どして、福祉機関との連携強化を図った。

（9）成年後見制度の利用促進
○　認知症高齢者等の財産管理や契約に関し本

人を支援する成年後見制度（表2－2－2）
について周知を図った。成年後見制度の利用
促進に関する施策を総合的・計画的に推進す
るため、「第二期成年後見制度利用促進基本
計画」（令和4年3月閣議決定）を踏まえ、
成年後見制度等の見直しに向けた検討、総合
的な権利擁護支援策の充実、成年後見制度の
運用改善等、権利擁護支援の地域連携ネット
ワークづくりに取り組んだ。このうち、成年
後見制度の見直しに向けた検討については、
令和8年2月、法制審議会から法務大臣に
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「民法（成年後見等関係）等の改正に関する
要綱」が答申された。

5　研究開発・国際展開等

（1）高齢社会に資する研究開発等の推進
①　高齢者等のサポートに係る技術の開発や社

会実装等の推進
ア　先進技術の活用及び高齢者向け市場の活性

化
○　公的保険外の予防・健康管理サービス等の

振興及び社会実装に向け、企業・健康保険組
合等による健康経営の推進やヘルスケア分野
に お け るPFS（Pay For Success） ／SIB

（Social Impact Bond）の活用促進等、需要
面の支援を、供給面では、個人の健康・医療
データ等（パーソナル・ヘルス・レコード

（以下「PHR」という。））を活用したサービ
スの普及・促進に向けた介護予防分野におけ
るサービス創出及び環境整備や、介護保険外
サービス振興のため、介護保険外サービスに
係る業界団体の設立支援及び地域と民間企業

との連携の活性化を促した。
○　ヘルスケアサービスの信頼性確保に向け

て、業界自主ガイドラインの策定支援や、
AMEDによる支援を通じた認知症等の疾患
領域の学会を中心とした指針の整備などを推
進した。

○　ヘルスケア分野のベンチャー企業等のため
のワンストップ相談窓口であるInnoHub

（Healthcare Innovation Hub）を通じて、イ
ノベーション創出に向けた事業化支援やネッ
トワーキング支援等を行ったほか、令和6年
度に選定したヘルスケアサービスのエビデン
ス・ビジネスモデル構築等の社会実装支援を
担う「ヘルスケアスタートアップ社会実装推
進拠点」に支援施策を展開するとともに、
InnoHubとヘルスケアスタートアップ社会
実装推進拠点が連携することでヘルスケアス
タートアップの振興を図った。

○　健康立国に向けて、高齢者等の健康状態や
生活環境等に起因・関連する課題の解決のた
めに、第6期「科学技術・イノベーション基
本計画」（令和3年3月閣議決定）で掲げた

表2－2－2 　成年後見制度の概要

○　制度の趣旨
本人の意思や自己決定の尊重、ノーマライゼーション等の理念と本人の保護の理念との調和を図りつつ、認知症等の精神上の

障害により判断能力が不十分な方々の権利を擁護する。

○　概要
法定後見制度と任意後見制度の2つがある。法定後見制度については、各人の多様な判断能力の程度に応じた制度とするため、

補助・保佐・後見の三類型に分かれている。

（1）法定後見制度（民法）
3類型 補助 保佐 後見

対象者 判断能力が不十分な方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が欠けているのが�
通常の状態の方

（2）任意後見制度（任意後見契約に関する法律）
本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書によ

る契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う。

（3）成年後見登記制度（後見登記等に関する法律）
本人のプライバシー保護と取引の安全との調和を図る観点から、戸籍への記載に代わる公示方法として成年後見登記制度を

設けている。

資料：法務省
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